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1 R2.8.5 R2.10.2

2011年3月11日に発生した東日
本大震災において、東京都が
開設した避難所（東京武道
館・絢瀬、味の素スタジア
ム・調布）の開設・運営に関
する資料の一切。

- 1
当該公文書は、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準
備局では保有しておらず、存在しな
い。

オリンピック・パラリン
ピック準備局スポーツ推進
部調整課

2 R2.9.26 R2.10.10

別添の開示請求書の写しの
「１ 開示請求に係る公文書の
件名又は内容」に
　　記載のうち、「④JOC等外
部の団体もしくは地方自治体
　　との打ち合わせ等やりと
りのすべて」について

- 1

オリンピック選手村の照明にかかる電
気料金については、公益財団法人東京
オリンピック･パラリンピック競技大
会組織委員会が管理しているため、実
施機関では「④JOC等外部の団体もし
くは地方自治体との打合せ等やりと
り」に該当する公文書を作成及び取得
しておらず、存在しない。

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部調
整課

3 R2.9.28 R2.10.12

晴海選手村における特定施設
建築物（オリンピック選手
村）の2021年1月以降の契約に
かかる財産価格審議会に付議
した資料及び当該案件にかか
る議事録

- 1

晴海選手村における特定施設建築物
（オリンピック選手村）の2021年1月
以降の契約については、財産価格審議
会に付議していないため、作成及び取
得をしておらず、当該公文書は存在し
ない。

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

4 R2.8.14 R2.10.13
東京2020大会普及啓発グッズ
に係る起案、契約書等

1186 1 1 1 1 1

(2号)特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
(3号)法人の内部管理情報であり、公
にすることにより、当該法人の事業運
営上の地位が損なわれると認められる
ものであるため。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。
(6号)公にすることにより、予定価格
等が推測され、今後のオリンピック・
パラリンピック開催準備に関する都の
入札・契約事務等の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局総務部企画調
整課

5 R2.8.14 R2.10.13
東京2020大会普及啓発グッズ
に係る起案、契約書等

224 1 1 1 1 1

(2号)特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
(3号)法人の内部管理情報であり、公
にすることにより、当該法人の事業運
営上の地位が損なわれると認められる
ものであるため。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。
(6号)公にすることにより、予定価格
等が推測され、今後のオリンピック・
パラリンピック開催準備に関する都の
入札・契約事務等の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部調
整課

6 R2.8.14 R2.10.13
東京2020大会普及啓発グッズ
に係る起案、契約書等

654 1 1 1 1 1

(2号)特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
(3号)法人の内部管理情報であり、公
にすることにより、当該法人の事業運
営上の地位が損なわれると認められる
ものであるため。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。
(6号)公にすることにより、予定価格
等が推測され、今後のオリンピック・
パラリンピック開催準備に関する都の
入札・契約事務等の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部調
整課
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7 R2.8.14 R2.10.13
東京2020大会普及啓発グッズ
に係る起案、契約書等

34 1 1 1 1

(2号)特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。
(6号)公にすることにより、予定価格
等が推測され、今後のオリンピック・
パラリンピック開催準備に関する都の
入札・契約事務等の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部運
営課

8 R2.8.14 R2.10.13
東京2020大会普及啓発グッズ
に係る起案、契約書等

1099 1 1 1 1 1

(2号)特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
(3号)法人の内部管理情報であり、公
にすることにより、当該法人の事業運
営上の地位が損なわれると認められる
ものであるため。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。
(6号)公にすることにより、予定価格
等が推測され、今後のオリンピック・
パラリンピック開催準備に関する都の
入札・契約事務等の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部運
営課

9 R2.8.14 R2.10.13
東京2020大会普及啓発グッズ
に係る起案、契約書等

747 1 1 1 1 1

(2号)特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
(3号)法人の内部管理情報であり、公
にすることにより、当該法人の事業運
営上の地位が損なわれると認められる
ものであるため。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。
(6号)公にすることにより、予定価格
等が推測され、今後のオリンピック・
パラリンピック開催準備に関する都の
入札・契約事務等の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部事
業推進課

1
0

R2.8.14 R2.10.13
東京2020大会普及啓発グッズ
に係る起案、契約書等

271 1 1 1 1

(2号)特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。
(6号)公にすることにより、予定価格
等が推測され、今後のオリンピック・
パラリンピック開催準備に関する都の
入札・契約事務等の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局パラリンピッ
ク部調整課

1
1

R2.8.14 R2.10.13
東京2020大会普及啓発グッズ
に係る起案、契約書等

1450 1 1 1 1 1

(2号)特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
(3号)法人の内部管理情報であり、公
にすることにより、当該法人の事業運
営上の地位が損なわれると認められる
ものであるため。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。
(6号)公にすることにより、予定価格
等が推測され、今後のオリンピック・
パラリンピック開催準備に関する都の
入札・契約事務等の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局パラリンピッ
ク部調整課
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1
2

R2.8.14 R2.10.13
東京2020大会普及啓発グッズ
に係る起案、契約書等

76 1 1 1 1 1

(2号)特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
(3号)法人の内部管理情報であり、公
にすることにより、当該法人の事業運
営上の地位が損なわれると認められる
ものであるため。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。
(6号)公にすることにより、予定価格
等が推測され、今後のオリンピック・
パラリンピック開催準備に関する都の
入札・契約事務等の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部輸
送課

1
3

R2.8.14 R2.10.13
東京2020大会普及啓発グッズ
に係る起案、契約書等

38 1 1 1 1

(2号)特定の個人を識別することがで
きるもの又は公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。
(6号)公にすることにより、予定価格
等が推測され、今後のオリンピック・
パラリンピック開催準備に関する都の
入札・契約事務等の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部輸
送課

1
4

R2.10.13 R2.10.26

「令和２年度海の森水上競技
場補修工事」及び「令和２年
度海の森水上競技場補修工事
（その２）」に係る発注時の
工事設計概括書、工種別内訳
書（総括表）、工種別内訳
書、代価明細表、諸経費計算
書

93 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

1
5

R2.10.20 R2.10.27

「駒沢オリンピック公園総合
運動場(２)第二球技場人工芝
改修工事」の・金入りの積算
内訳書（工事費総括書、工事
総括書、種別内訳書、代価明
細表、諸経費計算書）・特記
仕様書、図面、質問回答書

43 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第二課

1
6

R2.9.2 R2.10.30
東京都の新型コロナウイルス
感染症への対応について

4 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局総務部総務課


